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1  はじめに 

本資料は、以下の条例等を一部抜粋等をして作成しています。 

人員及び運営に関する基準 

 大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（平成 30 年３月

29日条例第９号）（以下「市条例」という。） 

 大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める規則（平成 30 年３月

29日規則第 32号）（以下「市規則」という。） 

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 

費用の額の算定に関する基準 

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指

導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準

の制定に伴う実施上の留意事項について 

 

 なお、本資料の「基準」とは、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」（「4.付録」の

「4.1」参照）のことをいいます。 
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2 人員及び運営に関する基準 

2.1 趣旨 

 
介護保険法（以下「法」という。）第47条第１項第１号、第79条第２項第１号並びに第81条第１項及び

第２項の規定に基づき、居宅介護支援等（基準該当居宅介護支援及び居宅介護支援をいう。以下同

じ。）の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。 

2.2 定義 

 
用語の意義は、前条に定めるもののほか、法及び基準において使用する用語の例による。 

2.3 基本方針 

 
１ 要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。 

２ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医

療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行

われるものでなければならない。 

３ 居宅介護支援等の事業者（居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援の事業者をいう。以

下同じ。）は、居宅介護支援等の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の

立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス

事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。 

４ 事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の居宅介護支援

事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努めなけ

ればならない。 

５ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対

し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

６ 居宅介護支援等を提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切

かつ有効に行うよう努めなければならない。 

2.4 居宅介護支援事業者の基準 

 
申請者は、法人とする。 
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2.5 従業者の員数 

 
介護支援専門員は、居宅介護支援事業所ごとに必ず１人以上を常勤で置くこととされており、常勤の

考え方は 2.7 の①のとおりである。常勤の介護支援専門員を置くべきこととしたのは、居宅介護支援

事業所の営業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相談等に対応できる体制を整えている

必要があるという趣旨であり、介護支援専門員がその業務上の必要性から、又は他の業務を兼ねて

いることから、当該事業所に不在となる場合であっても、管理者、その他の従業者等を通じ、利用者が

適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制としておく必要がある。なお、介護支援専門員について

は、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅

サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的であるとされる場合もあることに

配慮したものである。また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数（当該居宅介護支援事

業者が介護予防支援の指定を併せて受け、又は地域包括支援センターの設置者である指定介護予

防支援事業者から委託を受けて、当該居宅介護支援事業所において指定介護予防支援を行う場合

にあっては、当該事業所における居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支

援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。以下この2.5において同じ。）44人（当該居宅介護

支援事業所においてケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合は

49 人）に対して１人を基準とするものであり、利用者の数が 44 人（当該居宅介護支援事業所におい

てケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合は 49 人）又はその端

数を増すごとに増員するものとする。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とす

ることを妨げるものではない。なお、地域における介護支援専門員や居宅介護支援事業所の充足状

況等も踏まえ、緊急的に利用者を受け入れなければならない等のやむを得ない理由により利用者の

数が当該基準を超えてしまった場合においては、直ちに運営基準違反とすることのないよう留意され

たい。また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に置

かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは必ず

しも指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。なお、事務職員の配置については、その勤務

形態は常勤の者でなくても差し支えない。また、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置で

も認められる。勤務時間数については特段の定めを設けていないが、当該事業所における業務の実

情を踏まえ、適切な数の人員を配置する必要がある。 
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2.6 管理者 

 
居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、主任介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に従事

する常勤の者でなければならないが、当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する

場合及び管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する居宅介護支援事業所の管理に

支障がない場合に限る。）は必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなくても差し支えない

こととされている。この場合、他の事業所とは、必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限るも

のではなく、例えば、介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事する場合も、当該居宅介護

支援事業所の管理に支障がない限り認められるものである。 

居宅介護支援事業所の管理者は、居宅介護支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申

込等に対応できる体制を整えている必要があるものであり、管理者が介護支援専門員を兼務してい

て、その業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、その他の従業者等を通じ、利

用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。 

また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者と兼務する

場合（当該訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られている場合を除く。）及び事故発

生時や災害発生等の緊急時において管理者自身が速やかに当該居宅介護支援事業所又は利用者の

居宅に駆け付けることができない体制となっている場合は管理者の業務に支障があると考えられる。

また、併設する事業所に原則として常駐する老人介護支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の

管理者等との兼務は可能と考えられる。なお、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務

は認められないものである。 

なお、以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合

については、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。 

・ 本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居等不測の事態により、主任介護

支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできな

くなった理由と、今後の管理者確保のための計画書を保険者に届け出た場合。なお、この場合、管理

者を主任介護支援専門員とする要件の適用を１年間猶予するとともに、当該地域に他に居宅介護支

援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断に

より、この猶予期間を延長することができることとする。 

・ 特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合 

また、令和９年３月 31日までの間は、令和３年３月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理

者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援

専門員とする要件の適用を猶予することとしているが、居宅介護支援事業所における業務管理や人

材育成の取組を促進する観点から、経過措置期間の終了を待たず、管理者として主任介護支援専門

員を配置することが望ましい。 
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2.7 用語の定義 

 
「常勤」及び「専らその職務に従事する」の定義はそれぞれ次のとおりである。 

① 「常勤」 

当該事業所における勤務時間（当該事業所において、居宅介護支援以外の事業を行っている場合に

は、当該事業に従事している時間を含む。）が、当該事業所において定められている常勤の従業者が

勤務すべき時間数（週 32 時間を下回る場合は週 32 時間を基本とする。）に達していることをいうも

のである。ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第 13条第

１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（以下「育児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項

又は同法第 24 条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治

療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける所定労働時間の短縮措

置（以下「育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている者

については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従

業者が勤務すべき時間数を 30時間として取り扱うことを可能とする。 

同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並

行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、その勤務時間が常勤の従業者が勤

務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、同一の事業者

によって指定訪問介護事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と居宅介護支援

事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間が所定の時間に達していれば、常勤要件を満た

すこととなる。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法第 65 条に規定する

休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する

育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同

法第 23 条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分

に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業

（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間において、当該人員基準において求められ

る資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満

たすことが可能であることとする。 

② 「専らその職務に従事する」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものであ

る。 

③ 「事業所」 

事業所とは、介護支援専門員が居宅介護支援を行う本拠であり、具体的には管理者がサービスの利
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用申込の調整等を行い、居宅介護支援に必要な利用者ごとに作成する帳簿類を保管し、利用者との

面接相談に必要な設備及び備品を備える場所である。 
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2.8 内容及び手続の説明及び同意 

 
基本理念としての高齢者自身によるサービス選択を具体化したものである。利用者は指定居宅サー

ビスのみならず、居宅介護支援事業者についても自由に選択できることが基本であり、利用申込が

あった場合には、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、当該居宅介護支援事業所の運

営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等

の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項を説明書やパンフレット等の文書を交付

して説明を行い、当該居宅介護支援事業所から居宅介護支援を受けることにつき同意を得なければ

ならないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及び居宅介護支援事業者双方の

保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。 

また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行われるものであり、居宅サービ

ス計画は基準第１条の２の基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものである。このため、居

宅介護支援について利用者の主体的な参加が重要であり、居宅サービス計画の作成にあたって利用

者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めること等につき十分

説明を行わなければならない。なお、この内容を利用申込者又はその家族に説明を行うに当たって

は、併せて、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求

めることが可能であることにつき説明を行うとともに、理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭

での説明を懇切丁寧に行うことや、それを理解したことについて利用申込者から署名を得ることが望

ましい。 

さらに、基準第１条の２の基本方針に基づき、居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び

人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類

又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければなら

ないこと等を踏まえ、前６月間に当該居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の

総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この 2.8 において

「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に

当該居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの

回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供され

たものが占める割合（上位３位まで）等につき十分説明を行い、理解を得るよう努めなければならな

い。 

この前６月間については、毎年度２回、次の期間における当該事業所において作成された居宅サービ

ス計画を対象とする。 

① 前期（３月１日から８月末日） 

② 後期（９月１日から２月末日） 

なお、説明については、居宅介護支援の提供の開始に際し行うものとするが、その際に用いる当該割
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合等については、直近の①もしくは②の期間のものとする。 

また、利用者が病院又は診療所に入院する場合には、利用者の居宅における日常生活上の能力や利

用していた指定居宅サービス等の情報を入院先医療機関と共有することで、医療機関における利用

者の退院支援に資するとともに、退院後の円滑な在宅生活への移行を支援することにもつながる。基

準第４条第３項は、居宅介護支援事業者と入院先医療機関との早期からの連携を促進する観点か

ら、利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には担当の介護支援専門員の氏名及び

連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう、利用者又はその家族に対し事前に協力を求める必要が

あることを規定するものである。なお、より実効性を高めるため、日頃から介護支援専門員の連絡先

等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管することを依頼してお

くことが望ましい。 

2.9 提供拒否の禁止 

 
居宅介護支援の公共性に鑑み、原則として、居宅介護支援の利用申込に対しては、これに応じなけれ

ばならないことを規定したものであり、正当な理由なくサービスの提供を拒否することを禁止するもの

である。 

なお、ここでいう正当な理由とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用

申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、③利用申込者が他の居宅介

護支援事業者にも併せて居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合等である。 

2.10 サービス提供困難時の対応 

 
当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な居宅介護支援を提

供することが困難であると認めた場合は、他の居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講

じなければならない。 

2.11 受給資格等の確認 

 
居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資

格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 
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2.12 要介護認定の申請に係る援助 

 
① 基準第８条第１項は、法第 27 条第１項に基づき、被保険者が居宅介護支援事業者に要介護認定

の申請に関する手続きを代わって行わせることができること等を踏まえ、被保険者から要介護認定の

申請の代行を依頼された場合等においては、居宅介護支援事業者は必要な協力を行わなければなら

ないものとしたものである。 

② 同条第２項は、要介護認定等の申請がなされていれば、要介護認定の効力が申請時に遡ることに

より、居宅介護支援の利用に係る費用が保険給付の対象となり得ることを踏まえ、利用申込者が要介

護認定を受けていないことを確認した場合には、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確

認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われ

るよう必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 

③ 同条第３項は、要介護認定の有効期間が付されているものであることを踏まえ、要介護認定の有

効期間を確認した上、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の

有効期間が終了する 30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならないこととしたもので

ある。 

2.13 身分を証する書類の携行 

 
利用者が安心して居宅介護支援の提供を受けられるよう、居宅介護支援事業者が、当該居宅介護支

援事業所の介護支援専門員に介護支援専門員証を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族

から求められたときは、これを提示すべき旨を指導するべきこととしたものである。 
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2.14 利用料等の受領 

 
① 基準第 10条第１項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、保険給付がいわゆる償還

払いとなる場合と、保険給付が利用者に代わり居宅介護支援事業者に支払われる場合（以下「代理受

領がなされる場合」という。）の間で、一方の経費が他方へ転嫁等されることがないよう、償還払いの

場合の居宅介護支援の利用料の額と、居宅介護サービス計画費の額（要するに、代理受領がなされる

場合の居宅介護支援に係る費用の額）との間に、不合理な差額を設けてはならないこととするととも

に、これによって、償還払いの場合であっても原則として利用者負担が生じないこととする趣旨であ

る。 

② 同条第２項は、居宅介護支援の提供に関して、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外

の地域の居宅において居宅介護支援を行う場合の交通費の支払いを利用者から受けることができる

こととし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支

払いを受けることは認めないこととしたものである。 

③ 同条第３項は、前項の交通費の支払いを受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族

に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならないこととしたものである。 

2.15 保険給付の請求のための証明書の交付 

 
居宅介護支援に係る保険給付がいわゆる償還払いとなる場合に、利用者が保険給付の請求を容易に

行えるよう、利用料の額その他利用者が保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記載した

居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付するべきこととしたものである。 

2.16 居宅介護支援の基本取扱方針 

 
１ 要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分

配慮して行われなければならない。 

２ 自らその提供する居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

  



13 

 

2.17 居宅介護支援の具体的取扱方針 

 
居宅介護支援の方針は、基本方針及び基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

(１) 居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を

担当させるものとする。 

(２) 居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

(２)の２ 居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

(２)の３ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

(３) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援

を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービ

ス等の利用が行われるようにしなければならない。 

(４) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する

観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民に

よる自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなけ

ればならない。 

(５) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選

択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の

情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。 

(６) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者につい

て、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価

を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよ

うに支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

(７) 介護支援専門員は、解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当たっては、利用者

の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支

援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

(８) 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者

の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセス

メントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討

し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提

供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提

供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。 
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(９) 介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者

と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地から

の意見を求めるものとする。ただし、利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、

主治の医師等の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合について

は、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 

(10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保

険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者

又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

(11) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及

び担当者に交付しなければならない。 

(12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪

問介護計画等指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとす

る。 

(13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利用

者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居

宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 

(14) 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときそ

の他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔(くう)機能その他の利用者の心身又は生活の状

況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師又は薬剤師に提供するも

のとする。 

(15) 介護支援専門員は、実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に当たっては、利用者及び

その家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次

に定めるところにより行わなければならない。 

ア 少なくとも１月に１回、利用者に面接すること。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該

当する場合であって、少なくとも２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者

の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるも

のとする。 

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ているこ

と。 

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者

の合意を得ていること。 

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 
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ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

ｃ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担

当者から提供を受けること。 

ウ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

(16) 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サー

ビス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただ

し、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができ

るものとする。 

ア 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

イ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

(17) （３）から（１２）までの規定は、居宅サービス計画の変更について準用する。 

(18) 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供さ

れた場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又

は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の

便宜の提供を行うものとする。 

(19) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院し、又は退所しようとする要介護者から依頼が

あった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成

等の援助を行うものとする。 

(20) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（厚生

労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。）を位置付ける場合にあっては、その利用の

妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅

サービス計画を市に届け出なければならない。 

(21) 介護支援専門員は、その勤務する居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画

に位置付けられた指定居宅サービス等に係るサービス費の総額が居宅介護サービス費等区分支給

限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割

合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ、市からの求めがあった場合には、当

該居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪

問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市に届け出なければならない。 

(22) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希

望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければな

らない。 

(23) 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅

サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 
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(24) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービス

を位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれ

を行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居

宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点

を尊重してこれを行うものとする。 

(25) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付

ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利

用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所

療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなら

ない。 

(26) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利

用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随

時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継

続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければな

らない。 

(27) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、そ

の利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。 

(28) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会意見又は法第 37 条第１項

の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場

合には、利用者にその趣旨（同項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービス

の種類については、その変更の申請ができることを含む。）を説明し、理解を得た上で、その内容に

沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。 

(29) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介

護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。 

(30) 法第 115 条の 23 第３項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者である指定介護予

防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、

当該居宅介護支援事業者が行う居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならな

い。 

(31) 法第 115 条の 48 第４項の規定に基づき、同条第１項に規定する会議から、同条第２項の検討

を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに

協力するよう努めなければならない。 
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2.18 法定代理受領サービスに係る報告 

 
① 基準第 14 条第１項は、居宅介護サービス費を利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支

払うための手続きとして、居宅介護支援事業者に、市町村（国民健康保険団体連合会に委託している

場合にあっては当該国民健康保険団体連合会）に対して、居宅サービス計画において位置付けられて

いる指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載し

た文書（給付管理票）を毎月提出することを義務づけたものである。 

② 同条第２項は、居宅介護支援事業者が居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅

サービスに係る情報を指定居宅サービスに係る情報と合わせて市町村（国民健康保険団体連合会に

委託している場合にあっては当該国民健康保険団体連合会）に対して提供することにより、基準該当

居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費の支払事務が、居宅サー

ビス計画に位置付けられている指定居宅サービスに係る居宅介護サービス費の支払を待つことなく、

これと同時並行的に行うことができるようにするための規定である。 

2.19 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 

 
利用者が居宅介護支援事業者を変更した場合に、変更後の居宅介護支援事業者又は指定介護予防

支援事業者が滞りなく給付管理票の作成・届出等の事務を行うことができるよう、利用者が他の居宅

介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場

合、その他利用者からの申し出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及び

その実施状況に関する書類を交付しなければならないこととしたものである。 

2.20 利用者に関する市への通知 

 
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失

等により、要介護状態若しくはその原因となった事故を生じさせるなどした者については、市町村が、

法第22条第１項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は第64条に基づく保険給付の制限を行う

ことができることに鑑み、居宅介護支援事業者が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から

市町村に通知しなければならない事由を列記したものである。 

  



18 

 

2.21 管理者の責務 

 
居宅介護支援事業所の管理者は、法の基本理念を踏まえた利用者本位の居宅介護支援の提供を行

うため、当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員等の管理、利用申込みに係る調整、業務の実施

状況の把握等を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令

を行う必要がある。また、管理者は、日頃から業務が適正に執行されているか把握するとともに、従業

者の資質向上や健康管理等、ワーク・ライフ・バランスの取れた働きやすい職場環境を醸成していくこ

とが重要である。 

2.22 運営規程 

 
居宅介護支援の事業の適正な運営及び利用者等に対する適切な居宅介護支援の提供を確保するた

め、基準第１８条第１号から第７号までに掲げる事項を内容とする規定を定めることを居宅介護支援事

業所ごとに義務づけたものである。特に次の点に留意する必要がある。 

① 職員の職種、員数及び職務内容（第２号） 

職員については、介護支援専門員とその他の職員に区分し、員数及び職務内容を記載することとす

る。職員の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当

たっては、基準第２条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載す

ることも差し支えない（重要事項を記した文書に記載する場合についても、同様とする。）。 

② 居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額（第４号） 

居宅介護支援の提供方法及び内容については、利用者の相談を受ける場所、課題分析の手順等を記

載するものとする。 

③ 通常の事業の実施地域（第５号） 

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業の実施

地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えて居宅介護支援が行われ

ることを妨げるものではない。 

④ 虐待の防止のための措置に関する事項（第６号） 
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2.23 勤務体制の確保 

 
利用者に対する適切な居宅介護支援の提供を確保するため、職員の勤務体制等を規定したものであ

るが、次の点に留意する必要がある。 

① 居宅介護支援事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、介護支援専門員については、

日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にする。 

なお、当該勤務の状況等は、基準第 17 条により居宅介護支援事業所の管理者が管理する必要があ

り、非常勤の介護支援専門員を含めて当該居宅介護支援事業所の業務として一体的に管理されてい

ることが必要である。従って、非常勤の介護支援専門員が兼務する業務の事業所を居宅介護支援の

拠点とし独立して利用者ごとの居宅介護支援台帳の保管を行うようなことは認められないものであ

る。 

② 同条第２項は、当該居宅介護支援事業所の従業者たる介護支援専門員が居宅介護支援を担当

するべきことを規定したものであり、当該事業所と介護支援専門員の関係については、当該事業所の

管理者の指揮命令が介護支援専門員に対して及ぶことが要件となるが、雇用契約に限定されるもの

ではないものである。 

③ 同条第３項は、より適切な居宅介護支援を行うために、介護支援専門員の研修の重要性について

規定したものであり、介護支援専門員の資質の向上を図る研修の機会を確保しなければならない。 

④ 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第 11条第

１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

第 30 条の２第１項の規定に基づき、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラ

スメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが

義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事

業主が講じることが望ましい取組については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントにつ

いては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し

て雇用管理上講ずべき措置等についての指針及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした

言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（以下「パワーハラスメント

指針」という。）において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりであ

る。 

ａ 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化

し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 
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相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定

め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性の職業

生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律附則第３条の規定により読み替えら

れた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第

30 条の２第１項の規定により、中小企業（医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主に

ついては資本金が 5000 万円以下又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の企業）は、令和４

年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の

観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止の

ために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適切に

対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談

対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修

の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されている。介護現場では特に、利用者又はそ

の家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、イ（事業主が講ずべき措置

の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュア

ル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、

上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされ

たい。 

（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｓｔｆ／ｎｅｗｐａｇｅ＿05120．ｈｔｍｌ） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相談窓口

設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業者が行う各種

研修の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれらの活用も含め、介護事業所にお

けるハラスメント対策を推進することが望ましい。 
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2.24 業務継続計画の策定等 

 
① 基準第 19 条の２は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援

の提供を受けられるよう、居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早

期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定するとともに、当該業務継続

計画に従い、介護支援専門員その他の従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実

施しなければならないこととしたものである。利用者がサービス利用を継続する上で、居宅介護支援

事業者が重要な役割を果たすことを踏まえ、関係機関との連携等に努めることが重要である。なお、

業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準第 19 条の２に基づき事業所に実施が

求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染

症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の

実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施

設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害

発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるもの

であることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画

を一体的に策定することを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染症の

予防及びまん延の防止のための指針については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場

合には、一体的に策定することとして差し支えない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品

の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するととも

に、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採

用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、

感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体

的に実施することも差し支えない。 
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④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよ

う、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践する

ケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練

については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に

組み合わせながら実施することが適切である。 

2.25 設備及び備品等 

 
次の点に留意するものである。 

① 居宅介護支援事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設ける

ことが望ましいが、他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業との同一の事務

室であっても差し支えないこと。なお、同一事業所において他の事業を行う場合に、業務に支障がな

いときは、それぞれの事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。 

② 専用の事務室又は区画については、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペー

スを確保することとし、相談のためのスペース等は利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造

とすること。 

③ 居宅介護支援に必要な設備及び備品等を確保すること。ただし、他の事業所及び施設等と同一敷

地内にある場合であって、居宅介護支援の事業及び当該他の事業所及び施設等の運営に支障がな

い場合は、当該他の事業所及び施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるも

のとする。 

2.26 従業者の健康管理 

 
介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 
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2.27 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

 
具体的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が求

められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以下「感染対

策委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望

ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望

ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当する者（以下「感染

対策担当者」という。）を決めておくことが必要である。なお、同一事業所内での複数担当（※）の兼務

や他の事業所・施設等との担当（※）の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支

えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切

に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任する

こと。 

（※） 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者

（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担

当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催

するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

また、感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして

差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により

行うことも差し支えない。 

感染対策委員会は、居宅介護支援事業所の従業者が１名である場合は、ロの指針を整備することで、

委員会を開催しないことも差し支えない。この場合にあっては、指針の整備について、外部の感染管

理等の専門家等と積極的に連携することが望ましい。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生

時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準

的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市

町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時に
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おける事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要であ

る。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照さ

れたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

介護支援専門員等に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の

基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管

理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催する

とともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても

記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教

材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレー

ション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時において迅速

に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認

や、感染対策をした上でのケアの演習等を実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に

組み合わせながら実施することが適切である。 
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2.28 掲示 

 
① 基準第 22 条第１項は、基準第４条の規定により居宅介護支援の提供開始時に運営規程の概要、

介護支援専門員の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評

価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状

況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を利用申込者及びその家族に

対して説明を行った上で同意を得ることとしていることに加え、居宅介護支援事業所への当該重要事

項の掲示を義務づけることにより、サービス提供が開始された後、継続的にサービスが行われている

段階においても利用者の保護を図る趣旨である。また、基準第 22 条第３項は、原則として、重要事項

を当該居宅介護支援事業者のウェブサイトに掲載することを規定したものであるが、ウェブサイトと

は、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをいう。なお、重要事項の掲示

及びウェブサイトへの掲載を行うにあたり、次に掲げる点に留意する必要がある。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又はその

家族に対して見やすい場所のことであること。 

ロ 介護支援専門員の勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨

であり、介護支援専門員の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

ハ 介護保険法施行規則第 140 条の 44 各号に掲げる基準に該当する居宅介護支援事業所につい

ては、介護サービス情報制度における報告義務の対象ではないことから、基準省令第 22 条第３項の

規定によるウェブサイトへの掲載は行うことが望ましいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を行わない場

合も、同条第１項の規定による掲示は行う必要があるが、これを同条第２項や基準省令第 31 条第１項

の規定に基づく措置に代えることができること。 

② 基準第 22 条第２項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又

はその家族等が自由に閲覧可能な形で当該居宅介護支援事業所内に備え付けることで同条第１項の

掲示に代えることができることを規定したものである。 

基準第 22 条は、基準第４条の規定により居宅介護支援の提供開始時に利用者のサービスの選択に

資する重要事項（その内容については(１)参照）を利用者及びその家族に対して説明を行った上で同

意を得ることとしていることに加え、居宅介護支援事業所への当該重要事項の掲示を義務づけること

により、サービス提供が開始された後、継続的にサービスが行われている段階においても利用者の保

護を図る趣旨である。 
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2.29 秘密保持 

 
① 基準第 23 条第１項は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者に、その業務上

知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。② 同条第２項は、居宅介護支

援事業者に対して、過去に当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者であった者

が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを

義務づけたものであり、具体的には、当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者

が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者の雇用時に取り決め、

例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講ずべきこととするものである。③ 同条第３項は、

介護支援専門員及び居宅サービス計画に位置付けた各居宅サービスの担当者が課題分析情報等を

通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を共有するためには、あらかじめ、文

書により利用者及びその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意につ

いては、居宅介護支援事業者が、居宅介護支援開始時に、利用者及びその家族の代表から、連携す

るサービス担当者間で個人情報を用いることについて包括的に同意を得ることで足りるものである。 

2.30 広告 

 
居宅介護支援事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであって

はならない。 
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2.31 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等 

 
① 基準第 25条第１項は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、居宅介護支援事業者及び居宅

介護支援事業所の管理者が当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員に利益誘導のために特定

の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付ける旨の指示等を行うことを禁じた規定である。こ

れは、居宅サービス計画があくまで利用者の解決すべき課題に即したものでなければならないという

居宅介護支援の公正中立の原則の遵守をうたったものであり、例えば、居宅介護支援事業者又は居

宅介護支援事業所の管理者が、同一法人系列の居宅サービス事業者のみを位置付けるように指示す

ること等により、解決すべき課題に反するばかりでなく、事実上他の居宅サービス事業者の利用を妨

げることを指すものである。また、介護支援専門員は、居宅介護支援費の加算を得るために、解決す

べき課題に即さない居宅サービスを居宅サービス計画に位置付けることがあってはならない。まして

や居宅介護支援事業者及び居宅介護支援事業所の管理者は、当該居宅介護支援事業所の介護支援

専門員に同旨の指示をしてはならない。 

② 同条第２項は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が利用者に利益誘導のために特定の居

宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行うことを禁じた規定である。これも

前項に規定した居宅介護支援の公正中立の原則の遵守をうたったものであり、例えば、居宅介護支

援事業所の介護支援専門員が、同一法人系列の居宅サービス事業者のみを利用するように指示する

こと等により、解決すべき課題に反するばかりでなく、事実上他の居宅サービス事業者の利用を妨げ

ることを指すものである。また、介護支援専門員は、居宅介護支援費の加算を得るために、解決すべ

き課題に即さない居宅サービスを居宅サービス計画に位置付けることがあってはならない。 

③ 同条第３項は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、居宅介護支援事業者及びその従

業者が、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償とし

て、当該居宅サービス事業者等から、金品その他の財産上の利益を収受してはならないこととしたも

のである。 
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2.32 苦情処理 

 
① 基準第26条第１項は、利用者の保護及び適切かつ円滑な居宅介護支援、指定居宅サービス等の

利用に資するため、自ら提供した居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅

サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならないこと

としたものである。具体的には、居宅介護支援等についての苦情の場合には、当該事業者は、利用者

又はその家族、指定居宅サービス事業者等から事情を聞き、苦情に係る問題点を把握の上、対応策

を検討し必要に応じて利用者に説明しなければならないものである。 

なお、法第 23 条の規定に基づき、市町村から居宅サービス計画の提出を求められた場合には、基準

第 26条第３項の規定に基づいて、その求めに応じなければならないものである。 

② 同条第２項は、苦情に対し居宅介護支援事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該

苦情（居宅介護支援事業者が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の内容等を記録すること

を義務づけたものである。 

また、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏ま

え、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

なお、基準第 29条第２項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、５年間保存しなければならない。 

③ 同条第３項は、法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国民健康保険団体

連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁である市町村が、一次的には居宅サービス等に関する

苦情に対応することが多くなることと考えられることから、市町村についても国民健康保険団体連合

会と同様に、居宅介護支援事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを運営基準

上、明確にしたものである。 

④ なお、当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、相談窓

口の連絡先、苦情処理の体制及び手順等を利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載する

とともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載するべきものである。なお、ウェブサイトへの掲載

に関する取扱いは、2.28の①に準ずるものとする。 
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2.33 事故発生時の対応 

 
利用者が安心して居宅介護支援の提供を受けられるよう事故発生時の速やかな対応を規定したもの

である。利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の

家族等に連絡し、必要な措置を講じるべきこととするとともに、当該事故の状況及び事故に際して採っ

た処置について記録し、また、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した

場合には、損害賠償を速やかに行うべきこととしたものである。 

なお、基準第 29 条第２項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

は、５年間保存しなければならない。 

このほか、以下の点に留意されたい。 

① 利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合の対応方法について、あらかじ

め定めておくことが望ましいこと。 

② 賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければならない。そのため、事業者は損害賠

償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましいこと。 

③ 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 
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2.34 虐待の防止 

 
基準省令第 27 条の２は虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐待は、法の目的の

一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高

く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。虐待を未然に防止するための対策及び

発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律」（以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者

の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から居宅介護支援事業所における虐

待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要があり、第

１条の２の基本方針に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促

す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責

務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

居宅介護支援事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやす

い立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町

村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に

係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、当該通報の手続が迅速

かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に

防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、虐待等の発

生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討

する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確

にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員とし

て積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定

されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応

じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することと
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して差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携によ

り行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこで得

た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必

要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関

すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針（第２号） 

居宅介護支援事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むことと

する。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

へ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適

切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該居宅介護支援事業所における指針に基づき、虐

待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該居宅介護支援事業者が指針に基づいた研修プロ
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グラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止の

ための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研修で差

し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

居宅介護支援事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切

に実施するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任

者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内での複数担当（※）の兼務や他の事

業所・施設等との担当（※）の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。

ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握

している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

（※） 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者

（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担

当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

2.35 会計の区分 

 
居宅介護支援事業者に係る会計の区分について定めたものである。なお、具体的な会計処理の方法

等については、別に通知するところによるものである。 

2.36 記録の整備 

 
居宅介護支援事業者が記録を整備し、５年間保存しなければならないこととしたものである。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、

利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

2.37 電磁的記録等 

 
１ 居宅介護支援事業者及び居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するも

ののうち、この規則の規定において書面で行うことが規定されており、又は想定されるもの（2.11 及び

2.17(28)並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記

録により行うことができる。 

２ 居宅介護支援事業者及び居宅介護支援の提供に当たる者は、交付等のうち、この規則の規定にお

いて書面で行うことが規定されており、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾

を得て、書面に代えて、電磁的方法によることができる。 

 

  



Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

居宅介護支援費

注 注 注 注 注 注 注 注

高齢者虐待防止措
置未実施減算

業務継続計画未策
定減算

事業所と同一建物の
利用者又はこれ以外
の同一建物の利用者
20人以上に居宅介
護支援を行う場合

運営基準減算 特別地域居宅介護
支援加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

特定事業所集中減
算

要介護１・２ （ １,０８６単位 ）

要介護３・４・５ （ １,４１１単位 ）

要介護１・２ （ ５４４単位 ）

要介護３・４・５ （ ７０４単位 ）

要介護１・２ （ ３２６単位 ）

要介護３・４・５ （ ４２２単位 ）

要介護１・２ （ １,０８６単位 ）

要介護３・４・５ （ １,４１１単位 ）

要介護１・２ （ ５２７単位 ）

要介護３・４・５ （ ６８３単位 ）

要介護１・２ （ ３１６単位 ）

要介護３・４・５ （ ４１０単位 ）

（１）　特定事業所加算（Ⅰ）

（２）　特定事業所加算（Ⅱ）

（３）　特定事業所加算（Ⅲ）

（４）　特定事業所加算（Ａ）

（１）　入院時情報連携加算（Ⅰ）

（２）　入院時情報連携加算（Ⅱ）

（１）　退院・退所加算（Ⅰ）イ

（２）　退院・退所加算（Ⅰ）ロ

（３）　退院・退所加算（Ⅱ）イ

（４）　退院・退所加算（Ⅱ）ロ

（５）　退院・退所加算（Ⅲ）

死亡日及び死亡日前14日以内に2
日以上在宅の訪問等を行った場合

※　業務継続計画未策定減算については令和７年４月１日から適用する。

基本部分

イ　居宅介護支援費
　　（１月につき）

（１）居宅介護支援費（Ⅰ）

（一）　居宅介護支援費（ⅰ）

（運営基準減算の場合）
×５０／１００

（運営基準減算が２月
以上継続している場合）

算定しない

＋１５／１００

×９５／１００－１／１００ －１／１００
１月につき

－２００単位

（二）　居宅介護支援費（ⅱ）

（三）　居宅介護支援費（ⅲ）

（２）居宅介護支援費（Ⅱ）

（一）　居宅介護支援費（ⅰ）

（二）　居宅介護支援費（ⅱ）

（三）　居宅介護支援費（ⅲ）

＋１０／１００

＋１５／１００ ＋１０／１００

ロ　初回加算 （１月につき　＋３００単位）

ハ　特定事業所加算

（１月につき　＋５１９単位）

（１月につき　＋４２１単位）

（１月につき　＋３２３単位）

（１月につき　＋１１４単位）

（１月につき　＋１２５単位）

ホ　入院時情報連携加算

（１月につき　＋２５０単位）

（１月につき　＋２００単位）

ヘ　退院・退所加算
　　（入院または入所期間中1回を限度に算定）

（＋４５０単位）

（＋６００単位）

（＋６００単位）

（＋７５０単位）

＋５／１００

※居宅介護支援費（Ⅰ）については、介護支援専門員１人当たりの取扱件数が４５件以上である場合、４５件以上６０件未満の部分については（ⅱ）を、６０件以上の部分については（ⅲ）を算定する。
※居宅介護支援費（Ⅱ）については、公益社団法人国民健康保険中央会が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システム及び事務職員の配置を行っている場合に算
定できる。なお、介護支援専門員１人当たりの取扱件数が５０件以上である場合、５０件以上６０件未満の部分については（ⅱ）を、６０件以上の部分については（ⅲ）を算定する。

（＋９００単位）

ト　通院時情報連携加算 （１月につき　＋５０単位）

チ　緊急時等居宅カンファレンス加算 （１月に２回を限度に　＋２００単位）

リ　ターミナルケアマネジメント加算 （＋４００単位）

ニ　特定事業所医療介護連携加算

介護　15

3 費用の額の算定に関する基準
3.1介護給付費単位数及び算定構造

【参照元】
WAMNET
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（確定版）の一部訂正（令和6年5月10日事務連絡）（令和6年5月10日事務連絡）
資料１：介護報酬の算定構造のイメージ（R6.6.1 ）（一部訂正）
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3.2 居宅介護支援費 

 
１ 月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合等 

死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、かつ、当該月分の給付管理票を市町村（審査支払

を国保連合会に委託している場合は、国保連合会）に届け出ている事業者について、居宅介護支援費

を算定する。 

２ 月の途中で、事業者の変更がある場合 

利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保連合会に提出する事業者につい

て居宅介護支援費を算定する趣旨であるため、月の途中で事業者の変更があった場合には、変更後

の事業者についてのみ居宅介護支援費を算定するものとする（ただし、月の途中で他の市町村に転出

する場合を除く。）。 

３ 月の途中で要介護度に変更があった場合 

要介護１又は要介護２と、要介護３から要介護５までは居宅介護サービス計画費の単位数が異なるこ

とから、要介護度が要介護１又は要介護２から、要介護３から要介護５までに変更となった場合の取扱

いは、月末における要介護度区分に応じた報酬を請求するものとする。 

４ 月の途中で、他の市町村に転出する場合 

利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後のそれぞれの支給限度額は、それ

ぞれの市町村で別々に管理することになることから、転入日の前日までの給付管理票と転入日以降の

給付管理票も別々に作成すること。この場合、それぞれの給付管理票を同一の居宅介護支援事業者

が作成した場合であっても、それぞれについて居宅介護支援費が算定されるものとする。 

５ サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合 

サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成した月においても利用実績の

ない月については、給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。ただし、病院

若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設（以下「病院等」という。）か

ら退院又は退所する者等であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込み

がないと診断した利用者については、当該利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメントを

行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合は請求することが

できる。なお、その際は居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等に

おいて記録を残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。 
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3.3 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合 

 
「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、大臣基準告示第 82 号に規定するこ

ととしたところであるが、より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。 

これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に係る規定を遵守するよう努め

るものとする。市町村長（特別区の区長を含む。以下この 3.3 において同じ。）は、当該規定を遵守し

ない事業所に対しては、遵守するよう指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情があ

る場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

(１) 居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用者は複数の指定居宅サー

ビス事業者等を紹介するよう求めることができることについて説明を行っていない場合には、契約月

から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

(２) 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算されるものであるこ

と。 

① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していな

い場合には、当該居宅サービス計画に係る月（以下「当該月」という。）から当該状態が解消されるに

至った月の前月まで減算する。 

② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合（やむを得

ない事情がある場合を除く。以下同じ。）には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月ま

で減算する。 

③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家

族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交

付していない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

(３) 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行って

いないときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

① 居宅サービス計画を新規に作成した場合 

② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

(４) 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては、次の場合に減算されるものであること。 

① 当該事業所の介護支援専門員が次に掲げるいずれかの方法により、利用者に面接していない場

合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

イ １月に１回、利用者の居宅を訪問することによって行う方法。 

ロ 次のいずれにも該当する場合であって、２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅を訪問

しない月においては、テレビ電話装置等を活用して行う方法。 
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ａ テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。 

ｂ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の

合意を得ていること。 

（ⅰ） 利用者の心身の状況が安定していること。 

（ⅱ） 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

（ⅲ） 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報につい

て、担当者から提供を受けること。 

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が１月以上継続する

場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算す

る。 
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3.4 基本単位の取扱い 

 
(１) 取扱件数の取扱い 

基本単位の居宅介護支援費（ⅰ）、居宅介護支援費（ⅱ）、居宅介護支援費（ⅲ）を区分するための取

扱件数の算定方法は、当該居宅介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行っている者をい

う。）の総数に指定介護予防支援に係る利用者（厚生労働大臣が定める地域に該当する地域に住所を

有する利用者を除く。）の数に３分の１を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定

した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。 

(２) ケアプランデータ連携システムの活用 

「公益社団法人国民健康保険中央会（昭和 34年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という名称

で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業

者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理シ

ステム」は、いわゆる「ケアプランデータ連携システム」を指しており、ケアプランデータ連携システムの

利用申請をし、クライアントソフトをインストールしている場合に当該要件を満たしていることとなり、当

該システムによる他の居宅サービス事業者とのデータ連携の実績は問わない。 

(３) 事務職員の配置 

事務職員については、当該事業所の介護支援専門員が行う基準第 13条に掲げる一連の業務等の負

担軽減や効率化に資する職員とするが、その勤務形態は常勤の者でなくても差し支えない。なお、当

該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められる。勤務時間数については特段の定め

を設けていないが、当該事業所における業務の実情を踏まえ、適切な数の人員を配置する必要があ

る。 

(４) 居宅介護支援費の割り当て 

居宅介護支援費（ⅰ）、（ⅱ）又は（ⅲ）の利用者ごとの割り当てに当たっては、利用者の契約日が古い

ものから順に、１件目から44件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっ

ては、45 にその数を乗じた数から１を減じた件数（小数点以下の端数が生じる場合にあっては、その

端数を切り捨てた件数）まで）については居宅介護支援費（ⅰ）を算定し、45 件目（常勤換算方法で１

を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、45にその数を乗じた件数）以降については、取

扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費（ⅱ）又は（ⅲ）を算定すること。 

ただし、居宅介護支援費（Ⅱ）を算定する場合は、「44 件目」を「49件目」と、「45」を「50」と読み替え

る。 
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3.5 高齢者虐待防止措置未実施減算 

 
高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、

基準第 27 条の２に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算

することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催してい

ない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年１回以上の研修

を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が

生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計

画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められ

た月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 

3.6 業務継続計画未策定減算 

 
業務継続計画未策定減算については、基準第 19条の２第１項に規定する基準を満たさない事実が生

じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準

に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から

減算することとする。 

なお、経過措置として、令和７年３月 31 日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていること

を踏まえ、速やかに作成すること。 
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3.7 同一建物減算 

 
(１) 同一敷地内建物等の定義 

「同一敷地内建物等」とは、当該居宅介護支援事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一

敷地内並びに隣接する敷地（当該居宅介護支援事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合

を含む。）にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものである。具体的には、一

体的な建築物として、当該建物の１階部分に居宅介護支援事業所がある場合や当該建物と渡り廊下

でつながっている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある

別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。 

(２) 同一の建物に 20人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定義 

① 「居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に 20 人以上居住する建物」と

は、(１)に該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建築物に当該居宅介護支援事業所の利

用者が 20 人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建

物の利用者数を合算するものではない。 

② この場合の利用者数は、当該月において当該居宅介護支援事業者が提出した給付管理票に係る

利用者のうち、該当する建物に居住する利用者の合計とする。 

(３) 本取扱いは、居宅介護支援事業所と建築物の位置関係により、効率的な居宅介護支援の提供が

可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本取扱いの適用については、位置関係のみ

をもって判断することがないよう留意すること。具体的には、次のような場合を一例として、居宅介護支

援の提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと。 

（同一敷地内建物等に該当しないものの例） 

・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなけれ

ばならない場合 

(４) (１)及び(２)のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人

が当該居宅介護支援事業所の居宅介護支援事業者と異なる場合であっても該当するものであるこ

と。 

3.8 初回加算 

 
初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。 

① 新規に居宅サービス計画を作成する場合 

② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 

③ 要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 
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3.9 特定事業所集中減算 

 
(１) 判定期間と減算適用期間 

居宅介護支援事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅

サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実

施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。 

① 判定期間が前期（３月１日から８月末日）の場合は、減算適用期間を10月１日から３月31日までと

する。 

② 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適用期間を４月１日から９月 30 日までと

する。 

(２) 判定方法 

各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通

所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護（以下「訪問介護サービス等」という。）が位置付けら

れた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介

件数の多い法人（以下「紹介率最高法人」という。）を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合

を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて 80％を超えた場合に減算する。 

（具体的な計算式） 

事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が

80％を超えた場合に減算 

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数 

(３) 算定手続 

判定期間が前期の場合については９月 15 日までに、判定期間が後期の場合については３月 15 日ま

でに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果 80％

を超えた場合については当該書類を市町村長に提出しなければならない。なお、80％を超えなかった

場合についても、当該書類は、各事業所において２年間保存しなければならない。 

① 判定期間における居宅サービス計画の総数 

② 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数 

③ 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに

紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名 

④ (２)の算定方法で計算した割合 

⑤ (２)の算定方法で計算した割合が 80％を超えている場合であって正当な理由がある場合におい

ては、その正当な理由 

(４) 正当な理由の範囲 

(３)で判定した割合が 80％を超える場合には、80％を超えるに至ったことについて正当な理由があ
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る場合においては、当該理由を市町村長に提出すること。なお、市町村長が当該理由を不適当と判断

した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を

例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を

総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを市町村長において適正に判断されたい。 

① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場

合に５事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合 

（例） 訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として 10 事業所が所在する地域の場合は、

訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が 80％を超えても減算は適用されないが、通

所介護について 80％を超えた場合には減算が適用される。 

（例） 訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として４事業所が所在する地域の場合は、訪

問介護及び通所介護それぞれについて紹介率最高法人を位置づけた割合が 80％を超えた場合でも

減算は適用されない。 

② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合 

③ 判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件数が 20 件以下であるなど事業所が小規模で

ある場合 

④ 判定期間の１月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件

数が１月当たり平均 10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合 

（例） 訪問介護が位置付けられた計画件数が１月当たり平均５件、通所介護が位置付けられた計画

件数が１月当たり平均20件の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が80％

を超えても減算は適用されないが、通所介護について 80％を超えた場合には減算が適用される。 

⑤ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中して

いると認められる場合 

（例） 利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている

場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意

見・助言を受けているもの。 

⑥ その他正当な理由と市町村長が認めた場合 
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3.10 特定事業所加算 

 
(１) 趣旨 

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確

保、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所の

ケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものである。 

(２) 基本的取扱方針 

特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）又は（Ａ）の対象となる事業所については、 

・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること 

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケース

でも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること 

が必要となる。 

本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、(１)に掲げる趣旨に合致した適切な運

用を図られるよう留意されたい。 

(３) 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

大臣基準告示第 84号に規定する各要件の取扱については、次に定めるところによること。 

① (１)関係 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該居宅介護支援事業所の業務に支障がない場

合は、当該居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務を

兼務しても差し支えないものとする。なお、「当該居宅介護支援事業所の他の職務」とは、地域包括支

援センターの設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定介護予防支援を提供

する場合や、地域包括支援センターの設置者からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が

考えられる。 

② (２)関係 

常勤かつ専従の介護支援専門員については、当該居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合

は、当該居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業

所（当該居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受けている場合に限る。⑭から⑯におい

て同じ。）の職務と兼務をしても差し支えないものとする。なお、「当該居宅介護支援事業所の他の職

務」とは、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定

介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者からの委託を受けて総合相談支援

事業を行う場合等が考えられる。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員２名を置く必要があるこ

と。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員２名及び介護

支援専門員３名の合計５名を常勤かつ専従で配置する必要があること。 



43 

 

③ (３)関係 

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」は、

次の要件を満たすものでなければならないこと。 

ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。 

(１) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

(２) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

(３) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 

(４) 保健医療及び福祉に関する諸制度 

(５) ケアマネジメントに関する技術 

(６) 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 

(７) その他必要な事項 

イ 議事については、記録を作成し、２年間保存しなければならないこと。 

ウ 「定期的」とは、おおむね週１回以上であること。 

また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生

労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

④ (４)関係 

24時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて

相談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所の介護支援専門

員が輪番制による対応等も可能であること。 

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、携帯電話等の転送による対応等も可能で

あるが、連携先事業所の利用者に関する情報を共有することから、基準第 23 条の規定の遵守ととも

に、利用者又はその家族に対し、当該加算算定事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明

を行い、同意を得ること。 

⑤ (５)関係 

要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合が 40％以上であることについては、毎月その割合を記

録しておくこと。 

なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に支援困難ケースに取り組むべきことと

されているものであり、こうした割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについても、常に積極

的に支援困難ケースを受け入れるべきものであること。 

また、(７)の要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合」に該当す

るケースについては、例外的に(５)の 40％要件の枠外として取り扱うことが可能であること（すなわ

ち、当該ケースについては、要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合の計算の対象外として取り扱
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うことが可能）。 

⑥ (６)関係 

「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所における介護支援専門員の資質向上の

ための研修体系と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員につい

て個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なくとも次年度が始ま

るまでに次年度の計画を定めなければならない。また、管理者は、研修目標の達成状況について、適

宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと。なお、年度の途中で加算取得の届出

をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。 

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、連携先事業所との共同開催による研修実

施も可能である。 

⑦ (７)関係 

特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れるものでなければ

ならず、また、そのため、常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこと。 

⑧ (８)関係 

多様化・複雑化する課題に対応するために、家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害

者、生活困窮者、難病患者等、介護保険以外の制度や当該制度の対象者への支援に関する事例検討

会、研修等に参加していること。なお、「家族に対する介護等を日常的に行っている児童」とは、いわゆ

るヤングケアラーのことを指している。 

また、対象となる事例検討会、研修等については、上記に例示するもののほか、仕事と介護の両立支

援制度や生活保護制度等も考えられるが、利用者に対するケアマネジメントを行う上で必要な知識・

技術を修得するためのものであれば差し支えない。 

⑨ (９)関係 

特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみならず、特定事業所加算の趣

旨を踏まえた、中立公正を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保した事業所で

ある必要があること。 

⑩ (10)関係 

取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員１名当たり 45 名未

満（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は 50名未満）であれば差し支えないこととするが、ただ

し、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければ

ならないこと。 

⑪ (11)関係 

協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われていることに限らず、受入が可能な

体制が整っていることをいう。そのため、当該居宅介護支援事業所は、研修の実施主体との間で実習
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等の受入を行うことに同意していることを、書面等によって提示できるようにすること。 

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、連携先事業所との共同による協力及び協

力体制も可能である。 

⑫ (12)関係 

特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所として、地域における居

宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることから、同一法人内に留ま

らず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等の取組を、自ら率先して実施して

いかなければならない。なお、事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等につい

て、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。なお、年度の途

中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すること。 

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、連携先事業所との協力による研修会等の

実施も可能である。 

⑬ (13)関係 

多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは、介護給付等対象サー

ビス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービ

ス等のことをいう。 

⑭ 特定事業所加算（Ⅱ）について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員については、当該居宅介護支援事業所の

業務に支障がない場合は、当該居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある

他の事業所の職務（介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）の場合にあっては、指定介護予

防支援事業所の職務に限る。）を兼務しても差し支えないものとする。なお、「当該居宅介護支援事業

所の他の職務」とは、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を

受けて指定介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者からの委託を受けて総

合相談支援事業を行う場合等が考えられる。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。し

たがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専

門員３名の合計４名を常勤かつ専従で配置する必要があること。 

⑮ 特定事業所加算（Ⅲ）について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員については、当該居宅介護支援事業所の

業務に支障がない場合は、当該居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある

他の事業所の職務（介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）の場合にあっては、指定介護予

防支援事業所の職務に限る。）を兼務しても差し支えないものとする。なお、「当該居宅介護支援事業

所の他の職務」とは、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を



46 

 

受けて指定介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者からの委託を受けて総

合相談支援事業を行う場合等が考えられる。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。し

たがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専

門員２名の合計３名を常勤かつ専従で配置する必要があること。 

⑯ 特定事業所加算（Ａ）について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員並びに常勤換算方法で１の介護支援専門

員については、当該居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、当該居宅介護支援事業所の

他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所（介護支援専門員（主任介護支援専門員を

除く。）の場合にあっては、指定介護予防支援事業所の職務に限る。）の職務を兼務しても差し支えな

いものとする。なお、「当該居宅介護支援事業所の他の職務」とは、地域包括支援センターの設置者で

ある指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定介護予防支援を提供する場合や、地域包括

支援センターの設置者からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えられる。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員１名並びに常勤換算方法で１の介護支援専門員とは別に、主任

介護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくと

も主任介護支援専門員及び介護支援専門員１名の合計２名を常勤かつ専従で配置するとともに、介

護支援専門員を常勤換算方法で１の合計３名を配置する必要があること。 

この場合において、当該常勤換算方法で１の介護支援専門員は他の居宅介護支援事業所（連携先事

業所に限る。）の職務と兼務しても差し支えないが、当該兼務に係る他の業務との兼務については、介

護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該

他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。 

⑰ その他 

特定事業所加算取得事業所については、法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算

取得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、利用者に対し、特定

事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行うこと。 

(４) 手続 

本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作

成し、２年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならな

い。 



47 

 

3.11 特定事業所医療介護連携加算 

 
(１) 基本的取扱方針 

当該加算の対象となる事業所においては、日頃から医療機関等との連携に関する取組をより積極的

に行う事業所であることが必要となる。 

(２) 具体的運用方針 

ア 退院・退所加算の算定実績について 

退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算定回数ではなく、その算定に

係る病院等との連携回数が、特定事業所医療介護連携加算を算定する年度の前々年度の３月から前

年度の２月までの間において 35回以上の場合に要件を満たすこととなる。 

イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について 

ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件については、特定事業所医療介護連携加算を

算定する年度の前々年度の３月から前年度の２月までの間において、算定回数が 15回以上の場合に

要件をみたすこととなる。なお、経過措置として、令和７年３月 31 日までの間は、従前のとおり算定回

数が５回以上の場合に要件を満たすこととし、同年４月１日から令和８年３月 31 日までの間は、令和６

年３月におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数に３を乗じた数に令和６年４月から令和７

年２月までの間におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数を加えた数が 15回以上である場

合に要件を満たすこととするため、留意すること。 

ウ 特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）の算定実績について 

特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）の算定実績について特定事業所医療介護連携加算は、質の高いケアマ

ネジメントを提供する体制のある事業所が医療・介護連携に総合的に取り組んでいる場合に評価を行

うものであるから、他の要件を満たす場合であっても、特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）のいずれ

かを算定していない月は特定事業所医療介護連携加算の算定はできない。 
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3.12 入院時情報連携加算 

 
(１) 総論 

「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の入院日、心身の状況（例えば疾患・病歴、認知症の有

無や徘徊等の行動の有無など）、生活環境（例えば、家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介

護者の状況など）及びサービスの利用状況をいう。当該加算については、利用者１人につき、１月に１回

を限度として算定することとする。 

また、情報提供を行った日時、場所（医療機関へ出向いた場合）、内容、提供手段（面談、ＦＡＸ等）等

について居宅サービス計画等に記録すること。なお、情報提供の方法としては、居宅サービス計画等

の活用が考えられる。 

(２) 入院時情報連携加算（Ⅰ） 

利用者が入院した日のうちに、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所定単位数を

算定する。なお、入院の日以前に情報提供した場合及び居宅介護支援事業所における運営規程に定

める営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日に情報を

提供した場合も、算定可能である。 

(３) 入院時情報連携加算（Ⅱ） 

利用者が入院した日の翌日又は翌々日に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所

定単位数を算定する。なお、運営規程に定める当該居宅介護支援事業所の営業時間終了後に入院し

た場合であって、当該入院した日から起算して３日目が運営規程に定める当該居宅介護支援事業所

の営業日以外の日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能

である。 

  



49 

 

3.13 退院・退所加算 

 
(１) 総論 

病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設（以下「病院

等」という。）への入所をしていた者が退院又は退所（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

又は介護福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。）し、その居宅におい

て居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当

たって、当該病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上で、居宅サービス計画

を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合には、当該利用

者の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただし、初回加

算を算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関する必要な情報については、別途定めることとす

る。 

(２) 算定区分について 

退院・退所加算については、以下の①から③の算定区分により、入院又は入所期間中１回（医師等か

らの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス

計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合を含む）のみ

算定することができる。また、面談は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただ

し、利用者又はその家族（以下この(２)において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレ

ビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等

の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

① 退院・退所加算（Ⅰ）イ・ロ 

退院・退所加算（Ⅰ）イ及びロについては、病院等の職員からの情報収集を１回行っている場合に算定

可能であり、うち（Ⅰ）ロについてはその方法がカンファレンスである場合に限る。 

② 退院・退所加算（Ⅱ）イ・ロ 

・ 退院・退所加算（Ⅱ）イについては、病院等の職員からの情報収集を２回以上行っている場合に算

定が可能。 

・ 退院・退所加算（Ⅱ）ロについては、病院等の職員からの情報収集を２回行っている場合であって、

うち１回以上がカンファレンスによる場合に算定が可能。 

③ 退院・退所加算（Ⅲ） 

退院・退所加算（Ⅲ）については、病院等の職員からの情報収集を３回以上行っている場合であって、

うち１回以上がカンファレンスによる場合に算定が可能。 

(３) その他の留意事項 
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① (２)に規定するカンファレンスは以下のとおりとする。 

イ 病院又は診療所 

診療報酬の算定方法別表第１医科診療報酬点数表の退院時共同指導料２の注３の要件を満たし、退

院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サー

ビスを提供する作業療法士等が参加するもの。 

ロ 地域密着型介護老人福祉施設 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（以下このロにおいて「基準」と

いう。）第134条第６項及び第７項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者への情報提供

等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第 131 条第１項に掲げる地域密着型介護老人

福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用

具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供す

る作業療法士等が参加すること。 

ハ 介護老人福祉施設 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（以下このハにおいて「基準」という。）第

７条第６項及び第７項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行

うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護老人福祉施設に置くべき従業者

及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合

にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加する

こと。 

ニ 介護老人保健施設 

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（以下このニにおいて「基準」とい

う。）第８条第６項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うに

あたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護老人保健施設に置くべき従業者及び

入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合に

あっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するこ

と。 

ホ 介護医療院 

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（以下このホにおいて「基準」という。）第

12 条第６項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり

実施された場合の会議。ただし、基準第４条に掲げる介護医療院に置くべき従業者及び入所者又はそ

の家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に

応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

② 同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、１回とし
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て算定する。 

③ 原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後７日以内

に情報を得た場合には算定することとする。 

④ カンファレンスに参加した場合は、(１)において別途定める様式ではなく、カンファレンスの日時、

開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供し

た文書の写しを添付すること。 

3.14 通院時情報連携加算 

 
当該加算は、利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者

の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必

要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画等に記録した場合に、算定を行うものである。なお、同

席にあたっては、利用者の同意を得た上で、医師又は歯科医師等と連携を行うこと。 

3.15 緊急時等居宅カンファレンス加算 

 
(１) 当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日（指導した日が異なる場合は指導日もあわ

せて）、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅サービ

ス計画等に記載すること。 

(２) 当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な

変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化してい

ることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び

地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応すること。 
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3.16 ターミナルケアマネジメント加算 

 
(１) ターミナルケアマネジメント加算については、在宅で死亡した利用者の死亡月に加算することとす

るが、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に

算定することとする。 

(２) ターミナルケアマネジメント加算は、１人の利用者に対し、１か所の居宅介護支援事業所に限り算

定できる。なお、算定要件を満たす事業所が複数ある場合には、当該利用者が死亡日又はそれに最も

近い日に利用した指定居宅サービスを位置づけた居宅サービス計画を作成した事業所がターミナル

ケアマネジメント加算を算定することとする。 

(３) ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者又はその家族が同意した時点以降は、

次に掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録しなければならない。 

① 終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して居宅介護支援

事業者が行った支援についての記録 

② 利用者への支援にあたり、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事

業者等と行った連絡調整に関する記録 

③ 当該利用者が、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断し

た者に該当することを確認した日及びその方法 

(４) ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬送さ

れ、24 時間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケアマネジメント加算を算定す

ることができるものとする。 

(５) ターミナルケアマネジメントにあたっては、終末期における医療・ケアの方針に関する利用者又は

家族の意向を把握する必要がある。また、その際には、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケ

アの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針

が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 
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4 付録 

4.1 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

発令  ：平成11年3月31日号外厚生省令第38号 

最終改正：令和6年1月25日号外厚生労働省令第16号 

改正内容：令和6年1月25日号外厚生労働省令第16号[令和６年４月１日] 

 

○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

〔平成十一年三月三十一日号外厚生省令第三十八号〕 

介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第四十七条第一項第一号〔平成二五年六月法律四四号により委任規定削除〕

並びに第八十一条第一項〔平成二五年六月法律四四号により委任規定削除〕及び第二項〔平成二五年六月法律四四号によ

り委任規定削除〕の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を次のように定める。 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

目次 

第一章 趣旨及び基本方針（第一条・第一条の二） 

第二章 人員に関する基準（第二条・第三条） 

第三章 運営に関する基準（第四条―第二十九条） 

第四章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第三十条） 

第五章 雑則（第三十一条） 

附則 

第一章 趣旨及び基本方針 

（趣旨） 

第一条 基準該当居宅介護支援（介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。）第四十七条第一項第一

号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。）の事業に係る法第四十七条第二項の厚生労働省令で定める基

準及び指定居宅介護支援（法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。）の事業に係る法第八

十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 

一 法第四十七条第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村（特別区を含む。以下同

じ。）が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二条（第三十条において準用する場合に限る。）及び第三条（第

三十条において準用する場合に限る。）の規定による基準 

二 法第四十七条第一項第一号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たっ

て従うべき基準 第四条第一項から第三項まで（第三十条において準用する場合に限る。）、第五条（第三十条にお

いて準用する場合に限る。）、第十三条第二号の二、第二号の三、第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第

十六号、第十八号の二、第十八号の三及び第二十六号（第三十条において準用する場合に限る。）、第十九条の二（第

三十条において準用する場合に限る。）、第二十一条の二（第三十条において準用する場合に限る。）、第二十三条

（第三十条において準用する場合に限る。）、第二十七条（第三十条において準用する場合に限る。）並びに第二十

七条の二（第三十条において準用する場合に限る。）の規定による基準 

三 法第八十一条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従う

べき基準 第二条及び第三条の規定による基準 

四 法第八十一条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従う

べき基準 第四条第一項から第三項まで、第五条、第十三条第二号の二、第二号の三、第七号、第九号から第十一号

まで、第十四号、第十六号、第十八号の二、第十八号の三及び第二十六号、第十九条の二、第二十一条の二、第二十

三条、第二十七条並びに第二十七条の二の規定による基準 

五 法第四十七条第一項第一号又は第八十一条第一項若しくは第二項の規定により、法第四十七条第二項第一号及び第

二号並びに第八十一条第三項第一号及び第二号に掲げる事項以外の事項について、市町村が条例を定めるに当たって

参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの 

（基本方針） 

第一条の二 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切

な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるも

のでなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者（法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）は、指定居

宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指

定居宅サービス等（法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特定の
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指定居宅サービス事業者（法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。）等に不当に偏

することのないよう、公正中立に行われなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支

援センター（以下「地域包括支援センター」という。）、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十条の七

の二に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者（法第五十八条第一項

に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。）、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業

者等との連携に努めなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従

業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保

険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

第二章 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定居宅介護支援事業所」という。）ごとに一以上

の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数（当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて

受け、又は法第百十五条の二十三第三項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者か

ら委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援（法第五十八条第一項に規定する指定介護予

防支援をいう。以下この項及び第十三条第二十六号において同じ。）を行う場合にあっては、当該事業所における指定

居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に三分の一を乗じた数を加えた数。次

項において同じ。）が四十四又はその端数を増すごとに一とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康保険中央会（昭和三十四年一月一日に

社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及

び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理

システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における第一項に規定する員数の基準は、利用者の数が四十九

又はその端数を増すごとに一とする。 

（管理者） 

第三条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）第百四十条の六十六第一号イ(３)

に規定する主任介護支援専門員（以下この項において「主任介護支援専門員」という。）でなければならない。ただし、

主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員（主任介護

支援専門員を除く。）を前項に規定する管理者とすることができる。 

３ 第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限り

でない。 

一 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合 

二 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

第三章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第四条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対

し、第十八条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した

文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、居宅

サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定

居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前六

月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用

具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービ

ス計画の数が占める割合及び前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付け

られた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供

されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用

者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を

当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付

に代えて、第八項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条におい

て「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該

文書を交付したものとみなす。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続す

る電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 
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ロ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項に規定する重要事項

を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない

旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨

を記録する方法） 

二 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十一条第一項において同じ。）

に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに第一項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

６ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができ

るものでなければならない。 

７ 第五項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はそ

の家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

８ 指定居宅介護支援事業者は、第五項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、

当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法に

よる承諾を得なければならない。 

一 第五項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

９ 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法によ

り電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する

重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による

承諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第五条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第六条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域（当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定

居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供

することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならな

い。 

（受給資格等の確認） 

第七条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によっ

て、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第八条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協

力を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者について

は、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を

踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の

満了日の三十日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第九条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初

回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第十条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援（法第四十六条第四項の規定に基づき居宅介護サービス計画費（法

第四十六条第二項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。）が当該指定居宅介護支援事業者に支払われ

る場合に係るものを除く。）を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料（居宅介護サービス計画費の支給の対

象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないよ

うにしなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪

問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又は

その家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第十一条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第一項の利用料の支払を受けた場合は、

当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

（指定居宅介護支援の基本取扱方針） 

第十二条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連

携に十分配慮して行われなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければな

らない。 

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に
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掲げるところによるものとする。 

一 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものと

する。 

二 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提

供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

二の二 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行っては

ならない。 

二の三 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録しなければならない。 

三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、

利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければ

ならない。 

四 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付

等対象サービス（法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。）以外の保健医療サー

ビス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に

位置付けるよう努めなければならない。 

五 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当

該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に

対して提供するものとする。 

六 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、

既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明

らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければなら

ない。 

七 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当たっては、利用

者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、

面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

八 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者の家族の希望及び当

該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課

題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的

な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及

び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。 

九 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家

族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以下この条において

「担当者」という。）を招集して行う会議（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」とい

う。）を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この号において「利用者等」と

いう。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）

をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス

計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者（末期の悪

性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師（以下この条において「主治の医師等」と

いう。）の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会

等により意見を求めることができるものとする。 

十 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか

どうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書によ

り利用者の同意を得なければならない。 

十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しな

ければならない。 

十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画（指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス

等基準」という。）第二十四条第一項に規定する訪問介護計画をいう。）等指定居宅サービス等基準において位置付

けられている計画の提出を求めるものとする。 

十三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利用者についての継続的

なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整

その他の便宜の提供を行うものとする。 

十三の二 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認め

るときは、利用者の服薬状況、口腔(くう)機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認める

ものを、利用者の同意を得て主治の医師等又は薬剤師に提供するものとする。 

十四 介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に当たっては、利用

者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定める

ところにより行わなければならない。 

イ 少なくとも一月に一回、利用者に面接すること。 

ロ イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合
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であって、少なくとも二月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない

月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。 

(１) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。 

(２) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得て

いること。 

（ｉ） 利用者の心身の状況が安定していること。 

（ｉｉ） 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

（ｉｉｉ） 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担

当者から提供を受けること。 

ハ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。 

十五 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の

必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合

については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 

イ 要介護認定を受けている利用者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

ロ 要介護認定を受けている利用者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

十六 第三号から第十二号までの規定は、第十三号に規定する居宅サービス計画の変更について準用する。 

十七 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、

利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は

入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 

十八 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅に

おける生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。 

十八の二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（厚生労働大臣が定める

ものに限る。以下この号において同じ。）を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サー

ビス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。 

十八の三 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付け

られた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特

例地域密着型介護サービス費（以下この号において「サービス費」という。）の総額が法第四十三条第二項に規定す

る居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総

額に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、

当該指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要

な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。 

十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合そ

の他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。 

十九の二 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主

治の医師等に交付しなければならない。 

二十 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合

にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外

の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点から

の留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行うものとする。 

二十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、

利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必

要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおお

むね半数を超えないようにしなければならない。 

二十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討

し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継

続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはそ

の理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。 

二十三 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を

検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。 

二十四 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見又は法第

三十七条第一項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合

には、利用者にその趣旨（同条第一項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類につ

いては、その変更の申請ができることを含む。）を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を

作成しなければならない。 

二十五 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者

と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。 

二十六 指定居宅介護支援事業者は、法第百十五条の二十三第三項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者で

ある指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当

該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。 

二十七 指定居宅介護支援事業者は、法第百十五条の四十八第四項の規定に基づき、同条第一項に規定する会議から、

同条第二項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに

協力するよう努めなければならない。 
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（法定代理受領サービスに係る報告） 

第十四条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町村（法第四十一条第十項の規定により同条第九項の規定による審査及

び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第四十五条第五項

に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合

会）に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス（法第四

十一条第六項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該

居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。）として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しな

ければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サー

ビス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、市町村（当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している

場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対して提出しなければならない。 

（利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付） 

第十五条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けてい

る利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービ

ス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。 

（利用者に関する市町村への通知） 

第十六条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞な

く、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

一 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進

させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。 

（管理者の責務） 

第十七条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、

指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者にこの章の規定

を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第十八条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程（以下「運営規程」という。）として次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 職員の職種、員数及び職務内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 虐待の防止のための措置に関する事項 

七 その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保） 

第十九条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指定居宅介護支援事業

所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に指定

居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務についてはこの限りでない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動

又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境

が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

（業務継続計画の策定等） 

第十九条の二 指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと

する。 

（設備及び備品等） 

第二十条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供

に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

（従業者の健康管理） 

第二十一条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなけれ

ばならない。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第二十一条の二 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しない

ように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 
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一 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、

介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

二 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施すること。 

（掲示） 

第二十二条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員

の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重要事

項」という。）を掲示しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつ

でも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

（秘密保持） 

第二十三条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利

用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第二十四条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽

又は誇大なものであってはならない。 

（居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等） 

第二十五条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、

当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき

旨の指示等を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅

サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サー

ビス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利

益を収受してはならない。 

（苦情処理） 

第二十六条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定

居宅サービス等（第六項において「指定居宅介護支援等」という。）に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速か

つ適切に対応しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文書そ

の他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に

関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければなら

ない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス

又は法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに

関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う

法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連

合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保

険団体連合会に報告しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第二十七条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やか

に市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損

害賠償を速やかに行わなければならない。 

（虐待の防止） 

第二十七条の二 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じな

ければならない。 

一 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る
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こと。 

二 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

（会計の区分） 

第二十八条 指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその

他の事業の会計とを区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第二十九条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その

完結の日から二年間保存しなければならない。 

一 第十三条第十三号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 

イ 居宅サービス計画 

ロ 第十三条第七号に規定するアセスメントの結果の記録 

ハ 第十三条第九号に規定するサービス担当者会議等の記録 

ニ 第十三条第十四号に規定するモニタリングの結果の記録 

三 第十三条第二号の三の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

四 第十六条の規定による市町村への通知に係る記録 

五 第二十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録 

六 第二十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第四章 基準該当居宅介護支援に関する基準 

（準用） 

第三十条 第一条の二、第二章及び第三章（第二十六条第六項及び第七項を除く。）の規定は、基準該当居宅介護支援の

事業について準用する。この場合において、第四条第一項中「第十八条」とあるのは「第三十条において準用する第十

八条」と、第十条第一項中「指定居宅介護支援（法第四十六条第四項の規定に基づき居宅介護サービス計画費（法第四

十六条第二項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。）が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場

合に係るものを除く。）」とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、「居宅介護サービス計画費の額」とあるのは「法

第四十七条第三項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額」と読み替えるものとする。 

第五章 雑則 

（電磁的記録等） 

第三十一条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもの

のうち、この省令の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知

覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うこと

が規定されている又は想定されるもの（第七条（第三十条において準用する場合を含む。）及び第十三条第二十四号（第

三十条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に

係る電磁的記録により行うことができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類する

もの（以下「交付等」という。）のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるも

のについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知

覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 

附 則 

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則〔平成一二年二月二一日厚生省令第一二号〕 

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則〔平成一二年一二月八日厚生省令第一四一号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十三年一月一日から

施行する。 

附 則〔平成一三年三月二六日厚生労働省令第三六号抄〕 

（施行期日） 

１ この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律〔平成一二年一一月

法律第一二六号〕の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。 

附 則〔平成一五年三月一四日厚生労働省令第二九号〕 

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 

附 則〔平成一八年三月一四日厚生労働省令第三三号抄〕 

沿革 

平成一八年 九月 八日厚生労働省令第一五六号〔指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準等の一部を改正する省令三条による改正〕 

（施行期日） 

第一条 この省令は平成十八年四月一日から施行する。 
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（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置） 

第七条 平成十七年改正法附則第十条第一項の規定により指定居宅介護支援事業者とみなされた者が指定居宅介護支援の

事業を行う事業所については、第四条による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（以下「指

定居宅介護支援等新基準」という。）第三条第二項の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間は、当該指

定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員でない場合であっても当該職務に従事することができる。 

第八条 平成十七年改正法附則第十条第一項の規定により指定居宅介護支援事業者とみなされた者が事業を行う指定居宅

介護支援の事業を行う事業所については、指定居宅介護支援等新基準第十三条第二十五号の規定にかかわらず、平成十

九年三月三十一日までの間は、指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受ける利用者の数の上限

については適用しない。 

附 則〔平成一八年九月八日厚生労働省令第一五六号〕 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則〔平成二〇年八月二九日厚生労働省令第一三五号〕 

この省令は、平成二十年九月一日から施行する。 

附 則〔平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律（平成二十年法律第四十二号）の施行の日（平成

二十一年五月一日）から施行する。 

附 則〔平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

附 則〔平成二四年三月一三日厚生労働省令第三〇号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

附 則〔平成二五年九月一三日厚生労働省令第一〇五号〕 

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 

附 則〔平成二七年一月一六日厚生労働省令第四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

附 則〔平成二八年二月五日厚生労働省令第一四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〔平成

二六年六月法律第八三号〕（以下「整備法」という。）附則第一条第六号に掲げる施行の日（平成二十八年四月一日）

から施行する。 

附 則〔平成三〇年一月一八日厚生労働省令第四号抄〕 

沿革 

令和 二年 六月 五日厚生労働省令第一一三号〔指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令の一部を改正する省令二条による改正〕 

（施行期日） 

第一条 この省令は平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条中居宅サービス等基準第百九十九条第一号の改正

規定、第二条中指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の次に一号を加える改正規定〔中略〕は、平成三十年十月一

日から施行する。 

（管理者に係る経過措置） 

第三条 令和九年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準第三条第二項の規定に

かかわらず、介護支援専門員（介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）第百四十条の六十六第一号イ(３)

に規定する主任介護支援専門員を除く。）を指定居宅介護支援等基準第三条第一項に規定する管理者とすることができ

る。 

２ 令和三年四月一日以後における前項の規定の適用については、前項中「、第二条」とあるのは「令和三年三月三十一

日までに介護保険法第四十六条第一項の指定を受けている事業所（同日において当該事業所における指定居宅介護支援

等基準第三条第一項に規定する管理者（以下この条において「管理者」という。）が、介護保険法施行規則（平成十一

年厚生省令第三十六号）第百四十条の六十六第一号イ(３)に規定する主任介護支援専門員でないものに限る。）につい

ては、第二条」と、「介護支援専門員（介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）第百四十条の六十六第

一号イ(３)に規定する主任介護支援専門員を除く。）を指定居宅介護支援等基準第三条第一項に規定する」とあるのは

「引き続き、令和三年三月三十一日における管理者である介護支援専門員を」とする。 

附 則〔令和二年六月五日厚生労働省令第一一三号〕 

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 

附 則〔令和三年一月二五日厚生労働省令第九号抄〕 

沿革 

令和 六年 一月二五日号外厚生労働省令第一六号〔指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準等の一部を改正する省令一七条による改正〕 

（施行期日） 

第一条 この省令は令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条中指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の二の
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次に一号を加える改正規定は、令和三年十月一日から施行する。 

（居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

第四条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十一条第三項（新居宅サー

ビス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百

十六条において準用する場合を含む。）、第百四条第二項（新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百四十

条（新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。）、第百四十条の十五、第百四十条の三十

二、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。）、第百十八条第二項（新居宅サービス等基

準第百五十五条（新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。）において準用する場合を

含む。）及び第二百三条第六項（新居宅サービス等基準第二百六条において準用する場合を含む。）、新指定居宅介護

支援等基準第二十一条の二（新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。）、新地域密着型サー

ビス基準第三条の三十一第三項（新地域密着型サービス基準第十八条において準用する場合を含む。）及び第三十三条

第二項（新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十

九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。）、新介護予防サービス等基準第五十三条の三第三項（新介護予

防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。）、

第百二十一条第二項（新介護予防サービス等基準第百九十五条（新介護予防サービス等基準第二百十条において準用す

る場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第百三十九条の二第二項（新介護予防サービス等基準第百五十九

条、第百六十六条、第百八十五条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。）及び第二百七

十三条第六項（新介護予防サービス等基準第二百八十条において準用する場合を含む。）、新指定介護予防支援等基準

第二十条の二（新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。）並びに新地域密着型介護予防サー

ビス基準第三十一条第二項（新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。 

附 則〔令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六一号〕 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則〔令和六年一月二五日厚生労働省令第一六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。〔後略〕 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

第二条 この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営に関する基準（以下「新居宅サービス等基準」という。）第三十二条第三項（新居宅サービ

ス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、

第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条（新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を

含む。）、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条（新居宅サービス等基準第百五十五条の十二におい

て準用する場合を含む。）、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とある

のは「削除」と、新居宅サービス等基準第二百四条第三項（新居宅サービス等基準第二百六条及び第二百十六条におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェ

ブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第三条の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準（以下「新指定居宅介護支援等基準」という。）第二十二条第三項（新指定居宅介護支

援等基準第三十条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原

則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第四条の規定による改正後

の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（以下「新地域密着型サービス基準」という。）

第三条の三十二第三項（新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十

一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を

含む。）の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項

をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第五条の規定による改正後の指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（以下「新介護予防サービス等基準」という。）第五十三条の四第三項（新介護予防サービス等基準第六十一条、

第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条（新介護予防サービス等基準第百五十九条におい

て準用する場合を含む。）、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条（新介護予防サービス等基準第二百十条にお

いて準用する場合を含む。）、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならな

い。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準第二百七十四条第三項（新介護予防サービス等基準第二百八

十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸

与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第七条の規

定による改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準（以下「新指定介護予防支援等基準」という。）第二十一条第三項（新指定介護予防支援等

基準第三十二条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則

として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第八条の規定による改正後の

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準（以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。）第三十二条第三項

（新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければ
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ならない。」とあるのは「削除」と、第十条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関す

る基準（以下「新指定介護老人福祉施設基準」という。）第二十九条第三項（新指定介護老人福祉施設基準第四十九条

において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項

をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十一条の規定による改正後の介護老人保健施

設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（以下「新介護老人保健施設基準」という。）第三十一条第三項（新

介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設

は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十三条の規定によ

る改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（以下「新軽費老人ホーム基準」という。）第二十八条第三項

（新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは

「削除」と、第十四条の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（以下「新介護

医療院基準」という。）第三十五条第三項（新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。）の規定の適

用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるの

は「削除」とする。 
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管理者確保のための計画書 

事業所等情報 

 

                                                                         

事業者・開設者 

フリガナ  

名称  

事業所等の名称 

フリガナ  

名称  

 

１．主任介護支援専門員を管理者とすることが困難である理由 

 

※ 当該状況を把握できる書類を提出し、代替することも可。 

 

２．１.の理由が解消される見込み 

※ 解消の見込みに係る計画内容（方法、工程等）と時期を可能な限り具体的に記載すること。 

※ 当該状況を把握できる書類を提出し、代替することも可。 

 

 

 令和   年  月  日（法 人 名） 

（代表者名）             

※ 当該様式及び項目は、不測の事態に係る理由等の適切な届出等を担保すべく標準例として提示するものであり、当該様式

以外の様式等の使用を禁止する趣旨のものではない。 

介護保険事業所番号            

別添 

【参照元】
介 護 保 険 最 新 情 報　Vol. ８４３

4.2 管理者確保のための計画書（参考）
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